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調 査 計 画 

 

１ 調査の名称（□特定一般統計調査 ■その他の一般統計調査） 

大都市交通センサス 

 

２ 調査の目的 

首都圏、中京圏、近畿圏の三大都市圏における鉄道・バスの大量公共交通機関の利用実態を把

握し、広域交通圏における公共交通ネットワークの利便性向上、交通サービスの改善等の公共交

通政策の検討に資する基礎資料の作成・提供を目的とする。 

 

３ 調査対象の範囲 

（１）地域的範囲（□全国 ■その他） 

首都圏、中京圏、近畿圏の三大都市圏。 

調査対象圏域のうち、以下の両方の条件を満たす調査対象圏域（市区町村）。 

ア 首都圏は東京駅、近畿圏は大阪駅までの鉄道所要時間が２時間以内、中京圏は名古屋駅ま

での鉄道所要時間が１時間３０分以内をそれぞれ満たす市区町村。 

イ 首都圏は東京都２３区、中京圏は名古屋市、近畿圏は大阪市へのそれぞれの通勤・通学者

数比率が３％以上かつ５００人以上を満たす市区町村。 

（２）属性的範囲 

ア 定期券発売実績調査票（□個人 □世帯 □事業所 ■企業・法人・団体 □地方公共団

体 □その他） 

  調査対象圏域内における鉄道の定期券を発売する鉄道事業者 

イ 鉄道ＩＣカード調査票（□個人 □世帯 □事業所 ■企業・法人・団体 □地方公共団

体 □その他） 

調査対象圏域内における交通系ＩＣカードの利用が可能な駅を有する鉄道事業者 

ウ バスＩＣカード調査票（□個人 □世帯 □事業所 ■企業・法人・団体 □地方公共

団体 □その他） 

調査対象圏域内の鉄道駅に接続するバス車両を運行するバス事業者 

 

４ 報告を求める個人又は法人その他の団体 

（１）報告者数 

ア 定期券発売実績調査票 

 78事業者（首都圏36事業者、中京圏17事業者、近畿圏25事業者） 

イ 鉄道ＩＣカード調査票 

 63事業者（首都圏31事業者、中京圏11事業者、近畿圏21事業者） 

ウ バスＩＣカード調査票 

 87事業者（首都圏47事業者、中京圏13事業者、近畿圏27事業者） 

（２）報告者の選定方法 

ア 定期券発売実績調査票（■全数 □無作為抽出(□全数階層あり) □有意抽出） 

  調査対象圏域内に定期券発売所等を有する鉄道事業者。 
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イ 鉄道ＩＣカード調査票（■全数 □無作為抽出(□全数階層あり) □有意抽出） 

 調査対象圏域内における交通系ＩＣカードの利用が可能な駅を有する鉄道事業者 

ウ バスＩＣカード調査票（■全数 □無作為抽出(□全数階層あり) □有意抽出） 

調査対象圏域内の鉄道駅に接続するバス車両を運行するバス事業者 

 

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項 

ア 定期券発売実績調査票 

  ① 通勤定期券発売枚数（通用期間別） 

  ② 通学定期券発売枚数（通用期間別） 

イ 鉄道ＩＣカード調査票 

① 駅ＩＤ 

② カードＩＤのハッシュ値 

③ 処理種別 

④ 処理時刻 

ウ バスＩＣカード調査票 

① カードＩＤのハッシュ値 

② 乗車停留所コード・乗車日時 

③ 降車停留所コード・降車日時 

④ 系統番号 

〔集計しない事項の有無〕 □無 ■有 

「イ 鉄道ＩＣカード調査票」及び「ウ バスＩＣカード調査票」の「カードＩＤのハッシ

ュ値」は同一利用者の乗り換えのデータを作成する際にキーとするものであり、集計は行

わない。 

 

（２）基準となる期日又は期間 

ア 定期券発売実績調査票 

  調査年５月１日から１１月３０日までの７カ月 

イ 鉄道ＩＣカード調査票及びバスＩＣカード調査票 

調査年１０月から１１月の連続した７日間 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査系統 

ア 定期券発売実績調査票 

  国土交通省－民間事業者（調査委託事業者）－報告者（鉄道事業者） 

イ 鉄道ＩＣカード調査票 

  国土交通省－民間事業者（調査委託事業者）－報告者（鉄道事業者） 

ウ  バスＩＣカード調査票 

  国土交通省－民間事業者（調査委託事業者）－報告者（バス事業者） 

（２）調査方法 

  ア 定期券発売実績調査票（■郵送調査  ■オンライン調査（□政府統計共同利用システ
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ム □独自のシステム ■電子メール） □調査員調査 □その他（     ）) 

〔調査方法の概要〕 

 調査対象事業者に対して調査票を送付し、郵送又は電子メールにより回収する。 

オンライン調査の場合には、国土交通省が報告者にオンライン調査の案内を郵送する。

調査対象事業者は、国土交通省ホームページ上にある電子調査票をダウンロードし、回答

した調査票を電子メールにより民間事業者に送信する。なお、電子メールの送受信に当た

っては、調査票情報が保存されているファイルに対して、パスワードを設定し、大都市交

通センサス調査実施本部の専用メールアドレスへ送信することにより、セキュリティ対策

を講ずる。 

イ 鉄道ＩＣカード調査票（■郵送調査  ■オンライン調査（□政府統計共同利用システ

ム□独自のシステム ■電子メール） □調査員調査 □その他（     ）) 

〔調査方法の概要〕 

  調査対象事業者に対して調査票を送付し、郵送又は電子メールにより回収する。 

オンライン調査の場合には、国土交通省が報告者にオンライン調査の案内を郵送する。

調査対象事業者は、国土交通省ホームページ上にある電子調査票をダウンロードし、回答

した調査票を電子メールにより民間事業者に送信する。なお、電子メールの送受信に当た

っては、調査票情報が保存されているファイルに対して、パスワードを設定し、大都市交

通センサス調査実施本部の専用メールアドレスへ送信することにより、セキュリティ対策

を講ずる。 

ウ バスＩＣカード調査票（■郵送調査  ■オンライン調査（□政府統計共同利用システ

ム□独自のシステム ■電子メール） □調査員調査 □その他（     ）) 

〔調査方法の概要〕 

 調査対象事業者に対して調査票を送付し、郵送又は電子メールにより回収する。 

オンライン調査の場合には、国土交通省が報告者にオンライン調査の案内を郵送する。

調査対象事業者は、国土交通省ホームページ上にある電子調査票をダウンロードし、回答

した調査票を電子メールにより民間事業者に送信する。なお、電子メールの送受信に当た

っては、調査票情報が保存されているファイルに対して、パスワードを設定し、大都市交

通センサス調査実施本部の専用メールアドレスへ送信することにより、セキュリティ対策

を講ずる。 

エ 民間事業者（調査委託事業者）の業務内容 

  調査実施要綱の作成、調査説明会の開催、調査票のエラーチェック・再確認、調査期間

中の問い合わせ対応等を行う。 

 

７ 報告を求める期間 

（１）調査の周期 

□１回限り □毎月 □四半期 ■１年 □２年 □３年 □５年 □不定期 □その他

（   ） 

 （１年を超える場合又は不定期の場合の直近の実施年：令和３年（注）） 

  （注）令和７年度より、調査の周期を５年から１年に変更 

（２）調査の実施期間又は調査票の提出期限 
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 定期券発売実績調査票、鉄道ＩＣカード調査票及びバスＩＣカード調査票 

調査票配布開始：調査年１０月 

調査票回収終了：調査年翌年１月 

 

８ 集計事項 

  ※下線部分は、速報版においても集計を行う。 

（１） 定期券発売実績調査票 

① 行政区間移動人員 

② 初乗り・最終降車駅間移動人員 

③ 駅別発着人員 

④ 圏域別定期券発売枚数 

（２） 鉄道ＩＣカード調査票 

① 行政区間移動人員 

② 初乗り・最終降車駅間移動人員 

③ 所要時間別人員 

（３） バスＩＣカード調査票 

 ① 行政区間移動人員 

 ② 停留所間移動人員 

 ③ 所要時間別人員 

 ④ 鉄道との乗り継ぎ割合 

 

９ 調査結果の公表の方法及び期日 

（１）公表・非公表の別（■全部公表 □一部公表 □全部非公表） 

 

（２）公表の方法（■e-Stat  □インターネット（e-Stat以外） □印刷物  □閲覧） 

 速報版については、インターネット（国土交通省ホームページ及びe-Stat）に掲載すること

により公表を行う。 

 確報版については、e-Statには調査結果を掲載し、国土交通省ホームページには調査結果の

概況とe-Statへのリンク先を掲載する。 

 

（３）公表の期日 

  ① 調査年翌年１０月下旬に速報版公表予定 

② 調査年翌々年３月下旬に確報版公表予定 

 

10 使用する統計基準 

□使用する→□日本標準産業分類 □日本標準職業分類 □その他（         ） 

■使用しない 

本調査では、調査内容にかんがみて、現在設定されている統計基準を使用する余地が乏しいた
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め、調査対象の範囲の画定や統計の表章に統計基準を使用しない。 

 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

 （１）調査票情報の保存期間 

a）記入済み調査票の保存期間：３年 

b）調査票の内容を記録した電磁的記録媒体の保存期間：永年 

（２）保存責任者 

国土交通省総合政策局交通政策課長 

 


